
※　令和７年３月３１日以前に導入が完了した設備等については、引き続き以前の軽減率で固定資産税の特例を受けることができます。

新規申請時に

賃上げ方針の表明がある

固定資産税の特例は

受けられません※

賃上げ方針の表明は

不要です

賃上げ方針を

1.5％から3％以上に

改める予定である

新規申請は

令和7年3月31日以前

に行った

改めて賃上げ方針の

表明が必要です。
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